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国土強靱化地域計画について 

 

１ 策定の背景 

 

・上記基本法及び計画では、市町村が国土強靱化を推進する責務を有していること、その責務を達成

するため、「国土強靱化地域計画」を策定することが求められている。 

・計画の策定手順等について、国は「国土強靱化地域計画策定ガイドライン「以下「ガイドライン」

という。」を定めている。 

 

※ 他の自治体の策定状況 

・都道府県・・・全ての都道府県で策定済み又は策定中 

 

 ・政 令 市・・・千葉市を除く１９市中、８市が策定済み、４市が策定中 

         ○策定済み（札幌市・川崎市・新潟市・名古屋市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市）  

         ○策 定 中（横浜市・京都市・広島市・北九州市） 

 

 ・県 内 市・・・旭市のみ策定済み 

 

 

２ 国土強靱化の理念 

国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）は、 

①東日本大震災等の教訓を踏まえ、必要な事前対策を計画的に実施すること 

②明確な目標を設定し、大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び

国民経済に及ぼす影響を最小化する施策の現状を評価（脆弱性を評価）すること 

③現状の評価を元に必要な施策を策定すること 

により推進するものとされている。（基本法第２条（基本理念）） 

 

 

 

 

 

 

 

■国土強靱化に係る法制度・計画 

○平成２５年１２月「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法（以下「基本法」という。）」の公布・施行 

○平成２６年６月「国土強靱化基本計画」の閣議決定 

○平成２９年１月「千葉県国土強靱化地域計画」の策定 

http://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/kyoujinka/keikakusakutei.html 

資料１ 
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３ 計画の位置づけ 

国のガイドラインによれば、市が策定する国土強靱化地域計画は、国土強靱化における市の様々な

分野の計画・取組の指針となる「アンブレラ計画」としての性格を有することとされている。 

 

このため、上位に位置する国の「国土強靱化基本計画」や都道府県の「国土強靱化地域計画」と調

和を図りつつ、市における総合計画で示されている取組や将来像と整合を図りながら、市のあらゆる

行政計画の指針として、分野横断的・網羅的に取組を整理するための計画として位置づけるものとさ

れている。 

 

【千葉市で策定した場合のイメージ】 

国土強靱化基本計画（国）/千葉県国土強靱化地域計画（県） 

千葉市国土強靱化地域計画 
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４ 国土強靱化地域計画の特徴 

国土強靱化地域計画の主な特徴は、以下５点である。 

（１）様々な災害によるリスクの想定 

地域防災計画では、地震・水害など、個別の災害やリスク毎に計画を策定するが、国土強靱化地

域計画では、様々な災害やあらゆるリスクを見据えた計画とする。 

 

（２）発災時・発災後の対応を円滑に行うための事前対策に係る指針としての位置づけ 

あらゆるリスクを想定しながら、地域の脆弱性についての分析をもとに、「起きてはならない最

悪の事態」を防ぐために事前に実施すべき取組（＝国土強靱化の施策）を再整理・具体化し、既存

計画の指針とする。 

 

（３）多様な主体との役割分担・連携 

国土強靱化地域計画では、地域が一体となって国土強靱化を推進するため、策定主体となる自治

体の取組だけでなく、地域住民、民間事業者に加え、区域外の自治体との連携・協力による取組も

含め、計画の対象とする。 

 

（４）必要な施策を効果的・効率的に実施するための優先順位の設定 

国土強靱化地域計画では、地域が直面するリスクを踏まえ、それが回避できなかった場合の影響

の程度、重要性及び緊急度を考慮して、施策の優先順位付けを行う。 

 

（５）具体的な指標設定による施策の進捗管理と不断の見直し 

取組については、喫緊性等を考慮し、長期・短期のバランスの取れたものとするとともに、進捗

管理のため具体的な指標（成果を測定するための数値指標等）を設定し、定期的（国のガイドライ

ンでは概ね５年毎）な見直しに加え、社会の状況等に合わせて必要に応じて見直しを行う。 

 

 

【地域防災計画との違い】 

項目 国土強靱化地域計画 地域防災計画 

検討のアプローチ 自然災害全般 
災害種別ごと 

（大規模事故等を含む） 

対象とする局面 発災前（平常時） 発災前・発災時・発災後 

施策の重点化 施策の重点化・優先順位付け ― 
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５ 国土強靱化地域計画の策定プロセスの概要 

国のガイドラインでは、国土強靱化地域計画は以下の STEP１～５のプロセスに沿って定めるもの

とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域を強靱化する上での目標の明確化 

国の国土強靱化基本計画を踏襲し、国土強靱化を推進する上での「基本目標」と「事前に備える

べき目標」について設定する。 
 

 

資料）内閣官房国土強靱化推進室「国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第 3 版）」（平成 28 年 5 月） 

 

 

【基本目標】： 

ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

ⅱ 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

ⅲ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

ⅳ 迅速な復旧復興 

 

【事前に備えるべき目標】： 

ⅰ 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

ⅱ 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

ⅲ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

ⅳ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

ⅴ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全

に陥らせない 

ⅵ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下水

道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

ⅶ  制御不能な二次災害を発生させない 

ⅷ  大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整

備する 

 

 

（国土強靭化地域計画の策定プロセス） 

 

STEP１ 地域を強靭化する上での目標の明確化 

  ↓ 

STEP２ リスクシナリオ（最悪の事態）、強靭化施策分野の設定 

  ↓ 

STEP３ 脆弱性の分析・評価、課題の検討 

  ↓ 

STEP４ リスクへの対応方策の検討 

  ↓ 

STEP５ 対応方策について重点化、優先順位づけ 
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（２）リスクシナリオ（最悪の事態）、強靱化施策分野の設定 

ア リスクシナリオの設定 

（１）の「事前に備えるべき目標」毎に、リスクシナリオ（最悪の事態）を検討設定する。 

なお、千葉県では、国の基本計画に定めた４５のリスクシナリオのうち３７を設定している。 

 

【国のリスクシナリオ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

1-1　大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生

1-2　不特定多数が集まる施設の倒壊・火災

1-3　広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生

1-4  異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

1-5　大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり国

土の脆弱性が高まる事態

1-6　情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

2-1　被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止

2-2　多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

2-3  自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-4  救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶

2-5  想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食糧等の供給不足

2-6　医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺

2-7  被災地における疫病・感染症等の大規模発生

3-1　矯正施設からの被収容者の逃亡、被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化

3-2　信号機の全面停止等による重大交通事故の多発

3-3　首都圏での中央官庁機能の機能不全（市役所機能の機能不全）

3-4　地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

4-1  電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

4-2  郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態

4-3  テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要なものに伝達できない事態

5-1  サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下

5-2　社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止

5-3　コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-4　海上輸送の機能停止による海外貿易への甚大な影響

5-5　太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止

5-6　複数空港の同時被災

5-7　金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態

5-8　食料等の安定供給の停滞

6-1　電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・ＬＰガスサプライチェーンの機能の停止

6-2　上水道等の長期間にわたる供給停止

6-3　汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

6-4　地域交通ネットワークが分断する事態

6-5　異常渇水等により用水の供給の途絶

7-1　市街地での大規模火災の発生

7-2　海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3　沿線・沿道の建物崩壊による直接的な被害及び交通麻痺

7-4　ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生

7-5  有害物質の大規模拡散・流出

7-6  農地・森林等の荒廃による被害の拡大

7-7  風評被害等による国家経済等への甚大な影響

8-1　大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-2　道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者等）

の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-3　地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-4　新幹線等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-5　広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態
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イ 強靱化施策分野の設定 

国の基本計画で設定された１２の個別施策分野（行政機能／警察・消防等、住宅・都市、保健

医療・福祉、エネルギー、金融、情報通信、産業構造、交通・物流、農林水産、国土保全、環境、

土地利用（国土利用））と３の横断的分野（リスクコミュニケーション、老朽化対策、研究開発）

を参考として、「ア」で設定したリスクシナリオを回避するために必要な施策を念頭に置き、そ

の担当部局を明確にする観点からも、適切に施策分野を設定する。 

なお、千葉県では、金融と土地利用を除外した１０の個別施策分野と３の横断的分野が設定さ

れている。 

 

（３）脆弱性の分析・評価、課題の検討 

ア （２）で定めたリスクシナリオ及び強靱化施策分野をもとに、現状の弱点を洗い出す脆弱性の

分析・評価を行う。 

イ （２）アで設定したリスクシナリオが発生する主要な要因を分析し、「必要な取組」を整理す

る。 

ウ リスクシナリオごとに「現在の取組状況」と「評価（課題）」を把握し整理する。 

 

（４）リスクへの対応方策の検討 

ア （３）で把握したリスクシナリオごとの課題の状況を踏まえ、今後必要となる施策を検討し、

「対応方策」として整理する。 

イ その際、行政以外の住民・民間事業者・関係団体に期待する内容についても整理し、多様な主

体による地域の強靱化のスパイラルアップを図る。 

 

（５）対応方策についての重点化、優先順位付け 

（４）で検討したリスクシナリオごとの対応方針について、強靱化計画の基本目標や市の総合

計画の目標等を踏まえ、これらの目標を達成するために効果的かつ影響力が高いと判断される施

策を、重点・優先プロジェクトとして位置づける。 

具体的には、以下に示す視点を中心に検討する。 

 

① 市民の生命等に関わるものや、取組が際立って遅れているなど、緊急性が高い事業 

② 基本目標・事前に備えるべき目標との整合性・関連性の深い事業 

③ 市の総合計画に定められた都市像との整合性・関連性の深い事業 

④ 他都市と比較して著しく進捗が遅れている事業 
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６ 千葉市国土強靱化地域計画策定の今後の進め方について 

 

（１）計画の構成 

計画は、「基本計画編（仮称）」及び「アクションプラン編（仮称）」の２編で構成するものとし、主

な内容は次のとおりとする。 

  ・基本計画編： 目標、リスクシナリオ、脆弱性評価、リスクへの対応方策等 

  ・アクションプラン編： 個別施策と数値目標（計画期間：平成 30～32年度） 

   ※アクションプラン編は千葉市新基本計画・第３次実施計画と整合を図る。 

 

（２）計画策定体制 

  関係局区等と連携を図るとともに、有識者の意見を聴取しながら、計画策定を進めるため、計画策

定体制を整備する。 

①国土強靱化地域計画策定推進会議 

   国土強靱化地域計画を策定するに当たり、全庁的な検討体制をつくるため、国土強靱化策定推進

会議を設置する。 

②防災会議防災・減災対策検討部会 

   防災会議の下に、防災・減災対策検討部会を設置し、有識者の意見を聴取しながら、計画を策定

する。 

 

（３）スケジュール 

 

 
計画策定 

会議等 

有識者会議 市推進会議 

４月    

５月    

６月   第１回推進会議幹事会開催 

７月   庁内調査 

８月  第１回部会開催  

９月   計画案の検討   

１０月   第２回推進会議幹事会開催 

１１月  第２回部会開催  

１２月   推進会議開催 

１月 計画案の策定   

２月 パブリックコメント   

３月 策定・公表   

 

 


